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（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設活用検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 （仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設（以下「交流施設」という。）の活用等の検

討に関して意見を述べ、又は助言を行うことを目的として、（仮称）八戸市中心市街地地域観光

交流施設活用検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（職務） 

第２条 検討委員会は、次の事項に関して意見を述べ、又は助言を行う。 

 (1) 交流施設活用に係る各種計画等の策定に関すること。 

(2) 交流施設の活用に関すること。 

(3) 交流施設の維持管理、運営に関すること。 

(4) その他交流施設の活用等に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員 13 人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、市民活動経験者、商業関係者、各種団体関係者等及び公募に応じた者の

中から、市長が委嘱する。 

３ 検討委員会には委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により定める。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長） 

第５条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 検討委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、検討委員会の会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 検討委員会の庶務は、総合政策部中心市街地活性化推進室において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員

会に諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 20 年 10 月３日から実施する。 

資料１



 

○施設活用基本計画等策定の流れ 
 

施設活用基本計画等策定業務委託   

庁内連絡会議 
関係各課 中心市街地活性化推進室 

計画書提出 監修∑助言 

施設活用検討委員会（１３人以内） 
 
・委員構成 学識経験者、市民活動経験者、商業関係者、 

各種団体関係者等、公募 
・設置目的 施設の活用等の検討に関し、意見∑助言を 

行うことを目的とする。 

施設活用検討市民組織 
 
＜ワーキング＞  
・活動目的 施設の活用を検討∑コーディネートし、専門部会の活動をサポートする。

      また、専門部会から報告を受けた活動内容を、精査し取りまとめ、受託者へ

提案する。 
・構成 各専門部会の代表者等 

受託者

∑施設活用基本計画 
∑情報、映像システム計画 
∑維持管理計画 
∑備品整備計画 

調整∑連携 

計画書提出 

＜専門部会＞ 
・活動目的 ワーキングにおいて検討された活用内容に基づき、実際に活動を企画∑実施

する。また、活動内容をワーキングへ報告する。 

活動に専門家が関わることで、活動に磨きがかかり、人材も育成される。

・構成 市民、ＮＰＯ、市民活動団体、商店街関係者、大学、学生、企業、観光∑文化団

体等 
・想定される部会 

映像∑web∑メディア、食、音楽∑演劇∑ダンス、デザイン∑クラフト∑ファッ
ション、世代間交流∑生活文化、自然∑エコ∑景観∑先人、街づくり∑商店街活

性化等 

報告 

意見∑提案 
組織の運営 
専門家の派遣 

サポート∑コーディネート 
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（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設の活用検討作業について 

 
 

市では現在、（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設の活用について検討作業を進めて

います。 

活用の検討にあたり、まず本年度は、（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設活用基本

計画等（以下「基本計画」）を策定します。 

 基本計画は、本施設の目的を達成するための基礎となるものであり、開館後の活動、運営、

事業等の方向性を定める重要な計画となります。 

策定にあたりましては、委員の皆さまからご意見∑ご助言をいただきながら、市民のご理

解をいただけるよう慎重に検討を進めて参りたいと考えております。 

 基本計画の全体の流れについては、次ページの図をご覧ください。 
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施設活用基本計画等策定業務委託   
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計画書提出 監修∑助言 
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・活動目的 施設の活用を検討∑コーディネートし、専門部会の活動をサポートする。

      また、専門部会から報告を受けた活動内容を、精査し取りまとめ、受託者へ

提案する。 
・構成 各専門部会の代表者等 

受託者

∑施設活用基本計画 
∑情報、映像システム計画 
∑維持管理計画 
∑備品整備計画 

調整∑連携 

計画書提出 

＜専門部会＞ 
・活動目的 ワーキングにおいて検討された活用内容に基づき、実際に活動を企画∑実施

する。また、活動内容をワーキングへ報告する。 

活動に専門家が関わることで、活動に磨きがかかり、人材も育成される。

・構成 市民、ＮＰＯ、市民活動団体、商店街関係者、大学、学生、企業、観光∑文化団

体等 
・想定される部会 

映像∑web∑メディア、食、音楽∑演劇∑ダンス、デザイン∑クラフト∑ファッ
ション、世代間交流∑生活文化、自然∑エコ∑景観∑先人、街づくり∑商店街活

性化等 

報告 

意見∑提案 
組織の運営 
専門家の派遣 

サポート∑コーディネート 



 

（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設について 
 

 

施設の目的 

 

 新たな交流の拠点として、中心市街地に賑わいを取り戻し、さらにはそこでの活動を

八戸市全体の活性化につなげることを目的とする。 
 

 

施設の機能 

 

～つながり、うみだし、ひろげる～ 
 
 
施設内で展開される様々なつながりの中から、八戸の魅力を最大限に引き出し、効果

的に発信する。 

 

①人と人との交流の場（つながり） 

   市民及び市民活動団体による日常の活動∑発表の場。 

市民∑観光客など誰もが気兼ねなく訪れることができる憩い∑ふれあいの場。 

 

②新たな魅力の創造の場（うみだし） 

   市民、あるいは市民とクリエーターが協働で、八戸の人∑物∑食∑文化など地域

の資源を磨き、その魅力を最大限に引き出す場。 

 

③活きた情報の発信の場（ひろげる） 

   八戸の資源を、新たな魅力として発信する場。 

   市民∑観光客など誰もが、八戸の旬な情報を受け取ることのできる場。 

   市民∑観光客をフィールドミュージアム八戸の玄関口として迎え入れ、さらに各

フィールドミュージアムに送り出す場。 

 

 
   ※クリエーターとは 
    創造的な仕事に携わる人の総称。（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設においては、 

    食、デザイン、ものづくりなど、市民のニーズに応じたクリエーターの招致を想定している。 

※「フィールドミュージアム八戸」とは（市ホームページより抜粋） 

    市内に点在する観光資源を渚∑田園∑祭りなど４つのゾーンと４つのスポットに分類し、 

それぞれをテーマごとの博物館にみたてるとともに、それぞれを連携させながら、八戸市 

全域を屋根のない大きな博物館と捉え、当市の観光振興施策の柱とするものである。 

     

 

 

 

 

 

 

資料３



（仮称）八戸市中心市街地地域観光交流施設活用検討委員会 

 

検討委員（50 音順、◎委員長、○副委員長） 

NO. 氏名 所属 カテゴリー 

１ 間
あいだ

 盛仁
もりひと

  公募 

２ ○内海
うちうみ

 隆
たかし

 八戸短期大学 学長補佐 学識経験者 

３ 岡本
おかもと

 潤子
じゅんこ

 八戸市教育委員会 委員長職務代行者 学識経験者 

４ 河村
かわむら

 忠夫
ただ お

 商工会議所 副会頭 商業関係者 

５ 北原
きたはら

 啓司
けい じ

 弘前大学 教授 学識経験者 

６ 窪田
くぼ た

 あけ美
み

  公募 

７ 田村
たむ ら

 暢英
のぶひで

 (社)八戸市物産協会 常務理事 各種団体関係者 

８ 塚原
つかはら

 隆市
たか し

 
(社)八戸観光コンベンション協会  

企画部会 部会長 
各種団体関係者 

９ 平間
ひら ま

 恵美
え み

 はちのへ子ども劇場 代表者 市民活動経験者 

10 蛭子
ひる こ

 賢治
けん じ

 八戸市文化協会 専務理事 各種団体関係者 

11 米内
よな い

 安芸
あ き

 市民アートサポート ICANOF 代表 市民活動経験者 

12 類家
るい け

 徳昌
とくまさ

 商店街振興組合三日町三栄会 理事長 商業関係者 

13 ◎奈良岡
な ら お か

 修一
しゅういち

 八戸市 副市長  

 
 
 
 
 
 
 
 

資料４



中心市街地活性化推進特別委員会 

平成 20 年 11 月 21 日(金)  

 

 

 

 

中心市街地活性化推進特別委員会 

資   料 

 

 

２．八戸市中心市街地活性化協議会タウンマネージャーに

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

産業振興部  商  工  労  政  課 

 

 



中心市街地活性化推進特別委員会 

平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 ２ １ 日 

産 業 振 興 部 商 工 労 政 課 
 

 

 

 

八戸市中心市街地活性化協議会タウンマネージャーについて 

 

 

「八戸市中心市街地活性化基本計画」掲載事業の推進にあたっては、八戸市中心市街地活性化協議会事務

局に専門的知識と経験を有するタウンマネージャーを設置し、総体的に協議・調整を行っていくこととして

おり、協議会事務局である八戸商工会議所において人選を行っていたが、このたび、平成 20 年 11 月 1 日付

けで仙台市のファッションビル館長である小林隆一氏がタウンマネージャーとして就任した。 

今後、協議会の非常勤職員として毎月 10 日間前後当市に通い、専門知識を活かした地元まちづくり関係者

の育成やテナントミックス等に対する助言を行っていただくこととなる。 

 

 

 １．設置期間  平成 20 年 11 月～平成 21 年 3 月 

 

２．タウンマネージャー略歴 

 

氏 名      小 林 隆 一（こばやし りゅういち）氏  ６１歳 仙台市出身 

 

経 歴 

 

昭和 45 年～  ネッスル日本㈱勤務 
 
 

昭和 52 年～  仙台ターミナルビル㈱（エスパル）勤務 
 

昭和 58 年～  ジャスコ㈱勤務 
[役職] 秋田フォーラス開設委員長、館長 
仙台フォーラス館長（黒崎、大分） 

        専門事業本部総務部長、営業企画部長 
・全国のフォーラス（ファッションビル）の開設にあたり、開設
委員長として携わったほか、各地のフォーラスで館長を務める。 
・専門事業本部で営業企画部長としてテナントリーシングに携わ
る。 

 
平成 10 年～  イオンモール㈱勤務 

            [役職] テナント開発部新店担当マネージャー 
（大和、盛岡、太田、浜松、泉南、宮崎、水戸各ショッピングセンタ
ー開発業務） 

                 ・テナント開発部新店担当マネージャーとして、全国各地のショ
ッピングセンター開発業務に携わる。 

 
平成 18 年～   [役職] テナント開発部既存店担当マネージャー 

（下田、秋田、盛岡、成田各ショッピングセンターリニューアル） 
・テナント開発部既存店担当マネージャーとして、全国各地のシ
ョッピングセンターのリニューアルに携わる。 

 

平成 19 年～  ㈱一・四・一 取締役館長 




